
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
財
政
状
況
の
悪
化

等
を
踏
ま
え
、
鉄
道
高
架
事
業
の
是
非
を

問
う
た
め
に
、
住
民
の
意
見
を
政
策
に
直

接
反
映
で
き
る
住
民
投
票
を
実
施
し
て
、

市
民
の
合
意
を
得
る
こ
と
が
必
要
と
考
え

る
が
、
本
市
の
認
識
は
。

市
長
／
住
民
投
票
は
間
接
民
主
制
を

補
完
す
る
大
変
重
要
な
地
方
自
治
制
度
で

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
が
、
鉄
道
高
架
事

業
を
は
じ
め
と
す
る
沼
津
駅
周
辺
総
合
整

備
事
業
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
の
根
幹

を
な
す
議
会
制
民
主
主
義
に
基
づ
き
、
こ

れ
ま
で
も
議
会
で
議
論
を
繰
り
返
し
て
き

た
ほ
か
、
本
事
業
の
重
要
性
や
必
要
性
に

梅
沢
　
　
弘

つ
い
て
多
く
の
市
民
と
意
見
交
換
や
議
論

を
行
う
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
通
じ

て
、
市
民
の
皆
様
の
理
解
を
得
て
推
進
し

て
き
た
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、

本
事
業
が
争
点
の
一
つ
と
さ
れ
た
市
長
選

を
含
む
様
々
な
選
挙
の
結
果
を
踏
ま
え
る

と
、
本
事
業
の
推
進
に
対
し
賛
同
を
得
ら

れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、

新
貨
物
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
用
地
取
得
に
際
し

て
、
本
事
業
推
進
の
た
め
に
貴
重
な
土
地

の
提
供
を
い
た
だ
い
た
地
権
者
の
皆
様
の

思
い
を
受
け
、
一
日
で
も
早
く
完
成
さ
せ

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、

住
民
投
票
の
実
施
は
考
え
て
い
な
い
。

責任

選挙、請願・陳情

選挙、請願・陳情市政の実施

��

用 語 解 説

る ほ

市政に つ い て 問う ！ 一 般 質 問

鉄道高架事業の 是非を 問う
住民投票を 実施する 考え は

答 問
※１ 地域生活支援拠点等（ P.4 ）

障害者の 重度化・ 高齢化や親亡き 後を 見据え た 居住支

援の た め の 機能を 持つ 場所や体制を 指す。 居住支援の た

め の 主な機能は、 相談、 緊急時の 受入れ・ 対応、 体験の

機会・ 場、 専門的人材の 確保・ 養成、 地域の 体制づ く り

の ５ つ を 柱と し て い る 。

※２ SD G s（ 持続可能な開発目標）（ P.6 ）

「 誰一人取り 残さ な い 」 持続可能で よ り よ い 社会の 実

現を 目指す 世界共通の 目標で 2 0 1 5 年 9 月の 国連サ ミ

ッ ト で 採択さ れ た 。 1 7 の ゴ ー ル と 1 6 9 の タ ー ゲ ッ ト

か ら 構成さ れて い る 。

※３ ダ イ バ ー シ テ ィ （ P.6 ）

国籍、 性別、 宗教、 障害の 有無など の 属性に 分け る の

で はなく 、 そ れぞ れの 違っ た 存在で あ る こ と を 認め 受け

入れる 社会を 目指すこ と 。

※４ ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン （ P.6 ）

障害の あ る 人も ない 人も 、 互い に 支え 合い 、 地域で 生

き 生き と 明る く 豊か に 暮ら し て い け る 社会を 目指す理念

の こ と 。

市 議 会 と は
市 民

市 民市議会は 、 議員と し て 市民か ら 選出さ れた 代表者に よ り 構成さ れ
ななる ほどど

て お り 、 市民の 立場に 立っ て 市の 政策を 決定し 、 ま た 、 決定さ れ議会

た 事柄が 適正に 執行さ れて い る か 監視す る 役割を 担っ て い ま す 。

市議会と 市長

市に は 、 市の 仕事を 行う の に 必要な 予算や 条例な ど 、 市政の 方針を 決定

す る 議決機関（ 市議会）と 、 議会の 決定に 基づ い て 実際に 事業を 執行す る 執
意思決定・ 市政のチ ェ ッ ク

行機関（ 市長）が あ り ま す 。 こ の ２ つ は そ れぞ れ独立し て 対等な 立場で 、 互

い に 牽制し つ つ バ ラ ン ス を 保ち な が ら 市民の 生活の 向上を 目指し て い ま す 。
市議会 議案の提出市議会 市 長

（ 議決機関） （ 議決機関） （ 執行機関）議会の 主な仕事

市議会に は 、 市民の 代表と し て 十分な 活動が で き る よ う に 、 様々な 権限が 与え ら れて い ま す 。 こ れに 基づ い て 、 市

議会で は 主に 次の よ う な こ と を し て い ま す 。

市議会の 最も 基本的な役割で 、 条例の 制定、 予算の 決定、 決算の 認定、 金額の 大き な契約締議 決
結など に つ い て 、 議会に 提出さ れた 議案を 審議し 、 決定し ま す。

ま た 、 市長が 副市長など を 任命する と き も 議会の 同意が 必要で す。

議長や副議長、 選挙管理委員など の 選挙を 行い ま す。選 挙

市の 仕事が 適正に 行われて い る か 、 市の 事務に つ い て 検査を する ほか 、市 政 の 監 視
監査委員に 監査を 請求する こ と が で き ま す。

市勢の 発展や市民生活の 向上の た め に 実現し て ほし い 事柄に つ い て 、意見書の 提出
市議会の 意思と し て ま と め た 意見書を 国会や関係行政庁等に 提出し ま す。

市民か ら 提出さ れた 請願や陳情を 受理・ 審査し 、 市民の 声を 市政に 反映さ せま す。請願・ 陳情の 受理
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